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令 和 6 年 度  潮 風 苑 事 業 計 画 
 

 

 

 

1. 事業の目的 

(1) 介護保険法に基づく指定介護老人福祉施設サービスの提供 

    要介護状態にある入所者（施設入所者）に対し、適正なサービスを提供することを目的とする。 

(2)  介護保険法に基づく指定短期入所生活介護の提供 

   要介護状態にある利用者（居宅要介護者）に対し、適正な短期入所生活介護を提供することを目的とする。 

(3) 介護保険法に基づく指定介護予防短期入所生活介護の提供 

要支援状態にある利用者（居宅要支援者）に対し、適正な介護予防短期入所生活介護を提供することを目的とす

る。 

 

 

2. 運営の方針 

(1) 介護保険法の主旨に沿って、施設サービス計画に基づき、可能な限り居宅での生活へ復帰することを念頭に置い

て、入浴、排せつ、食事等の介護、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上の援助を行うことに

より、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目指す。 

(2) 介護保険法の主旨に沿って、利用者が要支援状態又は要介護状態になった場合においても、可能な限りその居宅

においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事等の介護、その他の

日常生活上の支援・援助及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身の機能の維持並びに、利用者の家族の身体的

及び精神的負担の軽減を図る。 

(3) 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ってサービスを提供するように努める。 

(4) 小規模介護老人福祉施設の特性を生かし、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭の結びつきを重視した運営

を行い、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。 

(5) 提供するサービスの質の評価を行い、その改善を図る。 

(6) 緊急やむを得ない場合を除いて身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為は行わない。 

 

 

3. 今年度の重点目標 

 

・利用者・家族の希望・要望を第一としたニーズ把握とその解決に努め、事故防止や健康管理に配慮しながらも、少し
でも希望・要望にそったケアを増やすよう努める。 
 

・職員同士が互いの相違を確認した上で共通点や着地点を探り、統一したケアの実施につなげていく。 
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4. 利用者援助の展開過程 

 

●利用の申込 

 

 

 

↓ 

・パンフレット、重要事項説明書別紙、入所申込書を利用者・家族へ渡す。 

（受け入れができない場合・緊急にサービスを必要とする場合、居宅介護支援事業所

等との連携のもとに他のサービスの紹介を行う。） 

 ↓ 

・入所申込書の受理→入所待機者名簿への掲載 

●入所検討・決定 ・入所検討委員会にて、入所待機者の中から『県老施協入所基準に関する考え方』にそ

って検討し、利用者・家族の意向を確認の上決定する。 

↓  

●契約の締結 

  

 

・重要事項説明書の説明及び同意と交付、入所契約書の締結 

・入所に際してのオリエンテーション（入所案内） 

・預り金等の管理依頼の有無の確認 

・住所変更、保険証・年金証書等の証書類の変更手続き（家族に依頼するが、困難な状

況であれば代行する） 

●アセスメント 

 栄養スクリーニング 

↓ 

・入所者録（医療面）、ｱｾｽﾒﾝﾄ票（ﾌｪｲｽｼｰﾄ､ｱｾｽﾒﾝﾄ）の作成、 

・栄養スクリーニング（入所後1 週間以内）の実施 

・ショート利用者についても必要に応じて事前調査を実施 

（初回利用者、状態変化が大きい利用者、対応が難しい利用者） 

●初回援助計画立案 

  

     

↓ 

・暫定プランの作成及び利用者（家族）への説明及び同意と交付 

↓ 

・暫定プランの見直し、サービス提供者の役割分担、具体的な援助方法の提案、承認 

↓                                   （サービス担当者会議） 

・栄養ケア計画を含むケアプラン・個別機能訓練計画（以下ｹｱﾌﾟﾗﾝ等という）の作成及び

利用者（家族）への説明及び同意と交付 

●計画に基づく援助の実施 

↓ 

・サービス提供（次章「援助の実施」にて明示） 

●モニタリングの実施 

↓ 

・サービス提供の記録、モニタリングシートの作成 

ケアプランの見直し 〔定期（ケアプランは6ヵ月毎、栄養ケア計画・個別機能訓練計画は3ヵ月毎）

及び利用者ニーズの変更に応じて見直しを行う。〕 

●再アセスメント 

↓ 

・ケアプラン等作成検討用アセスメントの実施 

●サービス担当者会議 

↓ 

・ケアプラン等変更の必要性の検討、サービス提供者の役割分担の確認、具体的な

援助方法の提案・承認、サービス担当者会議録の作成 

●援助計画立案 ・ケアプラン等の作成及び利用者（家族）への説明及び同意と交付 

↓  

終結（退所） ・死亡退所…家族・嘱託医・保険者との連絡・連携、預り金等の返還 

・病院・他施設への入院・入所、在宅復帰…家族・主治医・保険者との連絡・連携、 

病院・他施設・居宅介護支援事業所等への情報提供。 

 

5. 援助の実施 

以下の援助計画を基に、個々の利用者への具体的な援助はケアプラン等で定めた計画書にそって実施していく 
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6. 情報公表、自己評価 

介護サービス事業の公表制度の受け入れ、介護老人福祉施設自己評価基準による自己評価を実施していく。あわせ

て課題解決に取り組み、サービスの質の向上を図っていく。 

 

 

7. 委員会の組織について 

(1) 委員会の役割 

・ 専門分野についての研究、事業改善に向けての提案、事業計画原案の検討、事業報告の作成、マニュアル作成 

(2) 委員会組織 

基準に実施が 

定められている委員会 

・感染対策委員会（年4回） 

・虐待防止検討委員会（年1回） 

・身体的拘束等適正化委員会（年4回） 

※職員会議時に合わせて開催 

・リスクマネジメント委員会 

（事故発生の防止のための委員会） 
※サービス担当者会議時に合わせて開催 

介護別委員会 

・食事委員会（食事、水分摂取等に関するケア） 

・排せつ委員会（排せつに関するケア） 

・入浴委員会（入浴、清拭等に関するケア） 

・整容・更衣委員会（洗面、口腔清拭、整容、更衣に関するケア） 

・リハビリ委員会（基本的動作介助、リハビリテーションに関するケア） 

その他の委員会 

・身体的拘束等廃止委員会 

・褥瘡対策委員会 
※サービス担当者会議時に合わせて開催 

・業務改善委員会 

・行事委員会 

 

 

8. 家族との連携 

家族から離れての生活で､孤独と不安になりがちな利用者の精神的安定を図るため、家族と積極的な関わりを持ち、

相互理解を深め､協力を得られるよう努める。 

 

(1) ケアプラン作成時の協力依頼、同意 

(2) 面会、外出、外泊の依頼 

(3) 機関紙の送付 

(4) 行事参加の呼びかけ 

(5) ボランティア（窓洗い等）の協力依頼 

(6) 近況報告（年２回実施、各入所者ケアプラン作成送付時） 

(7) 四季の衣類交換、衣類整理（家族の協力を得る） 

(8) 入所者預り金報告（預り金等管理料を徴収している入所者及びその家族への預り金報告） 

（年4回実施、7月・10月・1月、4月） 

 ※(2)(4)(5)(7)については新型コロナウイルス感染症の状況に応じて可能な対応を行っていく。 

 

 

9. 地域社会との連携 

利用者が豊かで､生きがいのある生活をしていくためには､地域社会の施設に対する正しい理解や協力が必要であ

る。施設の専門機能や設備を地域に解放すると共に､ボランティア､関係諸団体の協力を求め、地域社会との交流・

連携を深める。 

 ただし、新型コロナウイルス感染症の状況に応じて可能な連携を図っていく。 
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(1) 市町村、地域包括支援センター、社会福祉協議会、その他福祉団体等との連携 

(2) こども園、小中学校等教育機関との連携 

(3) 地域行事への参加、苑行事への招待 

(4) ボランティアの積極的な受け入れ 

(5) 実習の受け入れ 

(6) 広報活動（機関紙の発行） 

(7) 出雲市介護相談員派遣事業の受け入れ〔年3回（7月、11月、3月〕 

(8) 苦情の受付（苦情相談窓口の設置） 

(9) 施設設備の地域開放 

 

 

10. 研修 

 

(1) 施設内研修（外部研修の復命研修を含む） 

新規採用時、職員会議・介護部会時、法人全体研修・訓練時等に実施するよう調整していく。 

 

  ①『基準上義務的に施設内で必要な研修・訓練』の実施。 

研修・訓練 研修内容 
実施 

回数 

新規 

採用時 

身体的拘束等の適正化のため

の従業者に対する研修 

身体的拘束等の適正化の基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するとともに、当該

特別養護老人ホームにおける指針に基づき、適正化の徹底を行うもの 

年2 回 

以上 
〇 

高齢者虐待防止の研修（※） 
虐待等の防止に関する基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるととも

に、 当該特別養護老人ホームにおける指針に基づき、虐待の防止の徹底を行うもの 

年2 回 

以上 
〇 

感染症及び食中毒の予防及び

まん延の防止関する研修 

感染対策の基礎的内容等の適切な知識 を普及・啓発するとともに、当該施設における

指針に基づいた衛生管理 の徹底や衛生的なケアの励行を行うもの 

年2 回 

以上 
〇 

感染症及び食中毒の予防及び

まん延の防止関する訓練（※） 

平時から、実際に感染症が発生した場合を想定し、発生時の対応についての訓練（シミ

ュレーション） 

年2 回 

以上 
 

感染症及び災害に係る業務継

続計画のための研修（※） 

感染症及び災害に係る業務継続計画の具体的内容を職員 間に共有するとともに、平

常時の対応の必要性や、緊急時の対応にかかる 理解の励行を行うもの 

年2 回 

以上 
〇 

感染症及び災害に係る業務継

続計画のための訓練（※） 

感染症や災害が発生した場合において迅速に行動できるよう、業務継続計画に基づ

き、施設内の役割分担の確認、感染症や災害が発生した場合に実践するケアの演習等 

年2 回 

以上 
 

非常災害対策に関する訓練 避難、救出その他必要な訓練 定期的  

事故発生の防止のための研修 
事故発生防止の基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するとともに、当該特別養護

老人ホームにおける指針に基づき、安全管理の徹底を行うもの 

年2 回 

以上 
〇 

褥瘡対策に関する継続的教育 
介護職員等が褥瘡に関する基礎知識を有し、日常的なケアにおいて配慮することによ

り、褥瘡発生の予防効果を向上させることを想定したもの 
記載なし  

口腔衛生の管理に係る技術的

助言及び指導（※） 

当該施設において、歯科医師又は歯科医師の指導を受けた歯科衛生士が、当該施設

の介護職員に対する口腔衛生の管理に係る技術的助言及び指導 

年2 回 

以上 

 

（※）【R5 年度までは努力義務➡令和6 年度から義務】 

 

  ➁加算算定や特定行為事業者の要件となっている研修・会議の実施 

看取り研修 【看取り介護加算算定】 

認知症ケアに関する留意事項の全宅又は技術的指導に係る会議 【認知症専門ケア加算】 

喀痰吸引研修【登録喀痰吸引等事業者の登録】（年1 回以上） 
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➂「介護サービス情報公表制度」でチェック項目となっている研修への取り組み 

認知症及び認知症ケアに関する研修 

プライバシーの保護の取り組みに関する研修 

身体的拘束等の排除にかかる研修 

従業者に対する医療に関する教育、研修 

ターミナルケア（終末医療）に関する従業者研修 

精神的ケアに関する従業者研修 

倫理及び法令遵守にかかる研修 

事故の発生予防等に関する研修 

非常災害時の対応に関する研修 

非常災害時の避難、救出等に関する訓練 

感染症及び食中毒の発生の予防等に関する研修 

全ての「新任」の従業者を対象とする研修 

全ての「現任」の従業者を対象とする研修 

 

(2) 施設外研修 

施設外研修への参加は新型コロナウイルス感染症の状況に応じて検討していく。感染蔓延状況でズームでの研修案内

があった場合はズーム研修に参加する。 

 

① 行政や福祉・医療関係の職能団体等から案内がある研修会への参加 

② 認知症介護基礎研修の受講〔医療・福祉関係の資格を有さない職員対象〕 

 

11. 非常災害対策 

消防避難訓練（避難訓練・通報訓練・消火訓練） 2回／年 

 



12．諸会議 

会  議  名 開 催 参   加   職   員 会   議   の   内   容 

職  員  会  議 月 1 回 全職種 
・苑全体の連絡調整、業務方針等についての協議 

・次月の予定確認 

身体的拘束等適正化委員会 年 4 回 
職員会議と同じ           〔開催月5・8・11・2月〕 

（たき居宅・デイサービスセンターたきとの合同開催） 
・身体的拘束等の適正化のための対策の検討 

虐 待 防 止 検 討 委 員 会 年 1 回 
施設長、主任生活相談員 

（たき居宅・デイサービスセンターたきとの合同開催） 

・委員会の組織・指針の整備・職員研修に関すること 

・相談・報告体制の整備に関すること、市町村への通報に関すること 

・再発防止策に関すること 

介 護 部 会 月 1 回 
副施設長、介護職員、看護職員 

（対象職種は原則全員参加とする） 

・日課､業務についての検討 

・利用者の集団援助方法についての検討 

・認知症ケアに関する技術指導及び留意事項の伝達 

・高齢者虐待防止の検討（不適切ケアについての検討） 

サービス担当者会議 

（ 施 設 利 用 者 ） 

身体的拘束等廃止検討会 

月 3 回 
（利用者、家族）、施設長、副施設長、介護支援専門員、相談員、老健管
理栄養士、看護職員、機能訓練指導員、グループ責任者、担当介護職員 

・利用者のケアプラン検討、個別援助方法についての検討 

・モニタリング 

・身体的拘束等の適正実施について確認、廃止に向けての検討 

喀痰吸引業務安全委員会 年 1 回 
施設長、副施設長、看護職員、介護職員、介護支援専門員、相談員、老
健管理栄養士 

・喀痰吸引等業務の実施計画や実施状況の管理、OJT研修の企画、実施 
・個別のケースを基にした、ヒヤリ・ハット等の事例の蓄積、分析 
・備品及び衛生管理に関すること 

サ ー ビ ス 担 当 者 会 議 

（居宅サービス利用者） 
随 時 （利用者、家族）、生活相談員、居宅介護支援事業所の介護支援専門員 

・サービス利用者のケアプラン検討 

・サービス利用の調整、モニタリング等 

入 所 検 討 委 員 会 随 時 
多伎の郷評議員（第三者）、施設長、副施設長、相談員、 

老健たき看護長・相談員、たき居宅介護支援事業所主任介護支援専門員 

・入所者の決定 

（『県老施協入所基準に関する考え方』にそって決定する。） 

委
員
会
組
織 

業 務 改 善 委 員 会  随 時 副施設長、グループリーダー 
・日課、業務についての検討 

・苑内研修についての検討 
・介護部会等への提案、課題提起内
容の検討 

 

・事業計画原案の検討 

 

・事業報告作成にあたっての検討 

 

・マニュアル作成に関する検討 

 

リスクマネジメント委員会 随 時 
リスクマネージャー 

施設長、副施設長、機能訓練指導員、看護職員、相談員、介護職員 
・収集した情報に基づく分析・評価 

感 染 対 策 委 員 会 年 4 回 
職員会議と同じ           〔開催月4・7・10・1月〕 

（年2回はたき居宅・デイサービスセンターたきとの合同開催） 
・予防・まん延防止のための検討 

褥 瘡 対 策 委 員 会 月 1 回 サービス担当者会と同じ 
・褥瘡予防対策の効果的な推進につ

いての検討 

行 事 委 員 会 随 時 副施設長、相談員、看護職員、老健栄養士、介護職員 
・毎月の行事の計画・立案について
の検討 

介 護 別 委 員 会 随 時 介護別委員会の各委員  
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学校・機関名 実習・活動名 実習・活動者 期間 時期 受入人数
受入責任者
(受入窓口）

実習指導者
（実習指導者要件）

中心となる
実習対応者

実習費
（1日）

実習Ⅱ施設②介護過程の展開
（具体的な援助内容まで）

2年生 13日 7/5～7/24 2名

実習Ⅱ施設③介護過程の展開 2年生 20日 11/19～12/17 1名

実習Ⅰ施設① 1年生 7日 2/4～2/13 2名

 施設介護福祉実習
（体験実習Ⅰ）

1年生 5日 5/13～5/17

 施設介護福祉実習
（体験実習Ⅱ）

1年生 5日 7/1～7/5

施設介護福祉実習
（展開実習A）

1年生 15日 10/28～11/22

1
2 施設介護福祉実習

（体験実習Ⅲ）
2年生 5日 4/22～4/26

施設介護福祉実習
（展開実習B）

2年生 22日 5/27～6/28

　 出雲西高等学校
施設実習
（介護職員初任者研修）

普通科福祉
コース選択者
3年生

4日 10/18～10/21 2～3名 施設長
副施設長
（無し）

副施設長 1,000円

　 日本福祉大学 社会福祉士実習 希望学生 24日 9月～10月
希望者がある時

のみ1名
施設長

施設長（相談援助実習
実習指導者講習会修了
者）

生活相談員 1,200円

多伎中学校 職場体験学習 3年生 2日 未定
希望者が

ある時のみ
生活相談員

生活相談員
（無し）

副施設長 －

出雲市
福祉施設派遣研修・係長研修
（民間企業派遣研修）

出雲市職員
（係長）

3日 未定 未定 施設長
介護長
（無し）

副施設長 －

※上記実習等の受け入れは新型コロナウイルス感染症の状況に応じて可能な対応を行っていく。

　13.　実習・体験学習等受入計画

介護職員（介
護福祉士実
習指導者講

習会修了者１
名）

左記に同じ 左記に同じ 1,500円

トリニティカレッジ出雲医療福
祉専門学校

大阪健康福祉短期大学安来
キャンパス

希望者がある時
のみ各1名


